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残暑の候、公益社団法人松戸青色申告会の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと心からお慶び申し

上げます。 

私は、この度の人事異動により、東京国税局査察部査察審理課長から着任いたしました吉田でございます。 

前任の東山署長同様、ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 

恩田会長をはじめ、役員並びに会員の皆様には、平素から税務行政の円滑な運営に対し、深いご理解と多大な

るご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

貴会におかれましては、令和５年分の確定申告期において、確定申告書作成会場内の「青色コーナー」に職員

を派遣していただくほか、中学生の「税に関する書道作品展」の開催、各市で行われる市民まつりでの「税金ク

イズ」の実施など、税知識の普及に多くのご尽力をいただいたと伺っております。 

皆様のご活動に対し、改めて心から敬意を表しますとともに、この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げ

ます。 

さて、国税当局においては、納税者利便の向上や税務行政全体の効率化に加え、社会全体の DX 推進への貢献

も図る観点から、税務行政の DX の更なる推進に取り組んでおり、具体的には、本年１月からの電子取引に関す

るデータ保存の完全義務化が開始した電子帳簿等保存制度への対応についての周知・広報に取り組んでおります。 

また、本年６月から実施されております所得税の定額減税制度につきましては、事業専従者や従業員に対する

源泉徴収、事業所得者や不動産所得者等における予定納税額の減額申請への対応など、制度の円滑な実施に努め

ております。 

このような新たな制度の実施には、貴会との連携・協調が重要かつ不可欠なものと考えており、今後とも一層

のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに当たり、公益社団法人松戸青色申告会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びに事業のご繁栄を

心より祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。 
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土曜日 記帳相談会のご案内（完全予約制） 

平日、記帳の相談会に来館できない会員さん、松戸事務局は土曜日の午前中開館します！！ 

〈相談会日程〉・ 9 月   7 日、28 日  ・１１月 ９日、１６日、３０日 

       ・12 月   7 日、14 日 

〈開館時間〉 午前 9 時～午前 12 時（相談時間は最大 60 分までです） 

※ 前日までに必ず予約をお願いいたします。 前日までに予約がない場合は閉館させていただきます。 
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会員の皆様には日頃より会運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

今年もいよいよ残り 4 ケ月となりました。来年の「確定申告相談会」も、完全予約制（1回 45分）、ま

た、1会員様 2回までのご相談とさせていただきます。「確定申告相談会」をスムーズに終えていただけ

る様に、帳簿と通帳などの数字をきちんと合わせておく必要があります。是非この時期に中間決算相談会

へお越し下さい。 

令和 5 年 10 月 1 日よりインボイス制度が開始されました。適格請求書発行事業者の登録を受けた方

は、消費税の申告をする必要があります。記帳の確認に必ずご来館下さい。 

なお、9月 2 日（月）から 11 月 29 日（金）までに『中間決算相談会』にご来会された方には、「確

定申告相談会」のご予約を優先してお取りいたします。 

是非、お早めにご来会いただき、確定申告のご準備をお願いいたします。 

※ 確定申告期（令和 7 年 1 月 24 日～3 月 14 日）のご相談時間は 45 分までとさせていただいており

ます。「55 万円の特別控除」の適用要件に加えて、会計ソフトブルーリターン A をご使用の方は、3

月 7 日（金）までに当会で確定申告を終了すると e-Tax 送信が可能となるため、最高「65 万円控除

適用」となります。 

 【持ち物】 

1. 記帳している帳簿 

2. ブルーリターンＡご利用の会員様はＵＳＢメモリー、その他会計ソフトをご利用の方は、帳簿を印刷し

てお持ち下さい。 

3. 事業用の通帳・請求書・領収書等 

4. 令和 6 年中に事業用資産を新たに購入、事業用資産を売却・除却のある方は金額のわかるものをご持

参下さい。 

5. 令和 5年分の確定申告書控・青色申告決算書控 

（消費税に関する質問などある方は過去４年分の控え） 

 

 

中間決算相談会のご案内 

確定申告相談会期間 分室閉館のお知らせ 

令和 7 年３月１日～３月 15 日の期間、流山、鎌ヶ谷分室ともに閉館させていただきます。分室での

確定申告相談をご希望の方は、２月 28日までにご予約をお願い致します。松戸事務局は例年通り 3 月

14 日（有料期間含む）までご予約可能です。3月のご予約希望の方は松戸事務局をご利用ください。 

また、３月１8 日以降は通常通り火曜日、木曜日の開館となります。 

 



  

  
 

『ブルーリターンＡ』 保守契約料更新について 

ブルーリターンＡをご利用の方で、右記年度に 

ご購入された方は、今回、保守契約の更新対象 

者となります。                    

保守期間は、令和 7 年 1 月 1 日～ 

令和 9 年 12月 31 日までの 3 年分                      

保守契約更新料 9,900円です。 

（保守料 9,000円＋消費税 10％） 

更新対象者の方には、郵便局の振込用紙を郵送 

いたしました。9 月 13 日（金）までに、お支払いください。お支払い、またはご連絡がない場合、

「更新しない」とみなし、令和 6 年分の確定申告よりご利用ができませんので、ご注意ください。 

 

                         

 

   
 

2021 年（令和 3 年）購入者 

2018 年（平成 30年）購入者 

2015 年（平成 27年）購入者 

2012 年（平成 24年）購入者 

2009 年（平成 21年）購入者 

2006 年（平成 18年）購入者 
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令和 6 年度 後期会費口座振替のお知らせ（令和 6 年 10 月～令和 7 年 3 月分） 

口座振替日 10 月 7 日(月) 金額 9,000 円 

※「全青色共済」にご加入の方は、共済掛金も振替になります。 

ご指定口座の残高をご確認ください！  

※当会では会費の納入を郵便振替より口座振替に切り替えをしております。 

 まだ、手続きがお済でない会員様はお早目にお手続きをお願いいたします。 

（口座振替の場合、会員様に振込手数料はかかりません） 

 



  

  
 

中小企業のための 

自動車共済 
事故処理体制が充実！ 

しっかりガードして企業の明日を守る。 
 

関東自動車共済協同組合千葉県支部 

〒２６０－００１５ 

千葉市中央区富士見２－２２－２ 

千葉中央駅前ビル６階 

電話 ０４３－２２４－５２２２ 

《ペットの葬儀と供養・慰霊は》 

(有)松戸ペット霊園 
松戸市立病院より車で約 1 分 

     TOP の裏です 

     〒２７０-００２５ 

松戸市中和倉４５ 

電話 ０４７－３４１－１２９４ 

  

 

  

令和 6年 4月に入会された、大友貴史さんがオーナーシェフをしているお店をご紹介します。 

千葉にいながらイタリア郷土料理を楽しめるお店を令和元年 7 月にオープンしました。JR 北小

金駅から歩いてすぐにある「オステリア ダ タカ」。「Osteria」は日本でいう居酒屋的なお店。

「TaKa」はオーナーシェフ大友貴史さんの愛称、「Da」には「誰々の家」の意味があるそうです。 

都内のイタリア郷土料理店で修行を積み、味を自分の目と舌で確かめて来ました。 

オーナーが得意とするのはイタ 

リアの家庭で親しまれている郷 

土の料理です。 

家に帰ってくるつもりで、また 

は、友達の家に行く感覚で気軽 

に足を運んでもらえたら嬉しい 

とおっしゃっていました。 
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当会のホームページ、「会員のお店紹介」であなたのお店・事業を紹介しませ

んか？ 
●掲 載 料：月額 250 円 

●掲 載 期 間：６ヶ月以上から 

●掲載募集期間：随時 

その他のご質問は事務局へご連絡下さい。 

〒271-0091松戸市殿平賀 205 

電 話：047-701-7205 

営業時間 平日：( ラ ン チ )  11：30  ～ 14：00 （LO 13：00） 

           (ディナー)  17：30  ～ 20：00 （LO 20：30） 

土・日・祝日  17：30  ～ 21：００ （LO 20：00） 

店内で手打ちパスタ 

オステリア
ダ タカ

JR

北小金駅

北口

～会員さんご紹介～ 

Osteria Da TaKa 

生ハムと一緒にいただく揚げパン 

 

アンニョロッテイ ダル プリン 


